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※いじめを認知した場合は、教員が一人で抱え込まず学年及び学校全体で組織的に対応する

2022.2.5

召集・指揮

適宜連絡

【重大事態】

【重大事態】

必要に応じて報告 経過を報告

【いじめ防止のために】

２．私物の頻繁な紛失、破損などの訴えに真摯に対応するよう心掛ける。

いじめが起こった際の組織的対応（いじめ防止対策委員会）の流れ

１．教員は生徒の動向をよく観察し、
　　日ごろからサインを見落とさないように心掛ける。

３．保護者や本人が訴えやすい環境づくりに心掛ける
　　（ハラスメント相談メールや面談など）。

４．保健室、カウンセリングセンターとの連絡を密にとる。

※　上記の流れは対応の在り方の基本ラインであり、いじめ事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する必要がある。
※　迅速な対応が求められる一方で、いじめが重篤な場合やいじめられた側といじめた側の意識にずれがある場合は
　　把握した状況をもとに十分に検討協議し慎重に対応する。

日常の観察・アンケート・教育相談・個人面談・生徒・保護者からの訴え等
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※クラス担任は学年主任、生活指導委員長と連携して事
態を把握すること。
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関東学院中学校高等学校　
いじめ、体罰、暴力行為についての対応手順

事例発覚 当該保護者からの通報 生徒本人からの訴え 本人・その保護者以外からの訴え
↓ ↓ ↓ ↓

情報共有
（第1報）

通報を受けた教員は第1報を学年主
任及び、担任に報告。学年主任は
対処手順を指示し、管理職・生活指
導委員長に報告

訴えを受けた教員は話をよく聴き、
学年主任及び担任に報告。学年主
任は対処手順（保護者連絡含む）を
指示し、管理職・生活指導委員長に
報告

訴えを受けた教職員は話をよく聴
き、学年主任及び担任に報告。担任
は本人・保護者に事実確認をしたう
えで、学年主任と対処手順を相談
し、管理職・生活指導委員長に報告

↓ ↓ ↓ ↓

情報確認
（事情聴取）

担任又は学年教員等による事情聴
取。時系列など詳細な内容を書面に
残す。（担任がまとめる）書面は教頭
(副校長）が管理
加害被害とも保護者に報告

担任又は学年教員等による事情聴
取。時系列など詳細な内容を書面に
残す。（担任がまとめる）書面は教頭
（副校長）が管理
加害被害とも保護者に報告

担任又は学年教員等による事情聴
取。時系列など詳細な内容を書面に
残す。（担任がまとめる）書面は教頭
（副校長）が管理
加害被害とも保護者に報告

↓ ↓ ↓ ↓

情報共有
学年教員・管理職・生活指導に書面
で報告

学年教員・管理職・生活指導に書面
で報告

学年教員・管理職・生活指導に書面
で報告

↓ ↓ ↓ ↓

学年会議

学年教員、必要に応じて管理職、生
活指導の同席。情報共有と対処方
法を検討し指導に当たる。
会議の結果を、加害被害とも保護
者に連絡

学年教員、必要に応じて管理職、生
活指導の同席。情報共有と対処方
法を検討し指導に当たる。
会議の結果を、加害被害とも保護
者に連絡

学年教員、必要に応じて管理職、生
活指導の同席。情報共有と対処方
法を検討し指導に当たる。
会議の結果を、加害被害とも保護
者に連絡

↓ ↓ ↓ ↓

具体的指導

・学年主導（立ち合いの構成メン
バーの判断含む）で謝罪の場を設け
る。
・学年がまたがっている場合は副校
長等、管理職が主導する。
・加害生徒に対する特別指導とケア
を行う。
・被害生徒へのカウンセリングなど
のケアを行う。
・クラスメイトや学年生徒など必要に
応じて環境整備にあたる。

・学年主導（立ち合いの構成メン
バーの判断含む）で謝罪の場を設け
る。
・学年がまたがっている場合は副校
長等、管理職が主導する。
・加害生徒に対する特別指導とケア
を行う。
・被害生徒へのカウンセリングなど
のケアを行う。
・クラスメイトや学年生徒など必要に
応じて環境整備にあたる。

・学年主導（立ち合いの構成メン
バーの判断含む）で謝罪の場を設け
る。
・学年がまたがっている場合は副校
長等、管理職が主導する。
・加害生徒に対する特別指導とケア
を行う。
・被害生徒へのカウンセリングなど
のケアを行う。
・クラスメイトや学年生徒など必要に
応じて環境整備にあたる。

↓ ↓ ↓ ↓

再発防止プ
ログラム

・担任をはじめ、関わる教職員が見
守りを続けるよう心掛ける
・必要に応じて学年・全校集会を行
う。

・担任をはじめ、関わる教職員が見
守りを続けるよう心掛ける
・必要に応じて学年・全校集会を行
う。

・担任をはじめ、関わる教職員が見
守りを続けるよう心掛ける
・必要に応じて学年・全校集会を行
う。

いじめ、体罰、暴力行為について、防止のためのガイドライン

２．私物の頻繁な紛失、破損などの訴えに真摯に対応するよう心掛ける。

５．ジェントルハートプログラムの実施

３．保護者や本人が訴えやすい環境づくりに心掛ける
　　（ハラスメント相談メールや面談など）。

４．保健室、カウンセリングセンターとの連絡を密にとる。

１．教員は生徒の動向をよく観察し、
　　日ごろからサインを見落とさないように心掛ける。


